
 

 

 

 

公共建築工事積算基準 

平成２８年１２月版  

 

 

平成１５年３月３１日国営計第１９６号 

最終改定 平成２８年１２月２０日国営積第１８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この基準は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施

するための基準として制定したものです。また、この基準は、官庁営繕関係基準類等の

統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 

利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利

用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 
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公共建築工事積算基準

（目的）

第１ この基準は、公共建築工事を請負施工に付す場合において、予定価格のもととなる

工事費内訳書に計上すべき当該工事の工事費（以下「工事費」という ）の積算につ。

いて必要な事項を定め、もって工事費の適正な積算に資することを目的とする。

（工事費の種別及び区分）

第２ 工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事等の

工事種別ごとに行う。工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して

。 、 、積算する 直接工事費については 設計図書の表示に従って各工事種目ごとに区分し

共通費については、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分する。

（工事費の構成）

第３ 工事費の構成は、次のとおりとする。

直接工事費

純工事費

工事原価 共通仮設費

工事価格 現場管理費 共通費

工事費

一般管理費等

消費税等相当額

（工事費内訳書）

第４ 工事費内訳書は 「公共建築工事内訳書標準書式」による。、

（直接工事費）

第５ 直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とする費用で、直接仮設に要する

費用を含み、その算定は次に掲げる各項による。

（１）算定の方法

算定の方法は、次のイからハによる。

イ 材料価格及び機器類価格（ 材料価格等」という ）に個別の数量を乗じて算定「 。

する。

ロ 単位施工当たりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単価に数

量を乗じて算定する。

ハ イ又はロによりがたい場合は、施工に必要となる全ての費用を「一式」として算

定する。
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（２）単価及び価格

算定の方法に用いる単価及び価格については 「公共建築工事標準単価積算基準」、

による。

（３）数量

算定の方法に用いる数量は、建築工事においては 「公共建築数量積算基準 、電、 」

気設備工事及び機械設備工事においては 「公共建築設備数量積算基準」による。、

（共通費）

第６ 共通費は、次の各項について算定するものとし、具体的な算定については 「公共、

建築工事共通費積算基準」の定めによる。

（１）共通仮設費

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。

（２）現場管理費

現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、

共通仮設費以外の費用とする。

（３）一般管理費等

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費

と付加利益等からなる。

（消費税等相当額）

第７ 消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて

算定する。

（設計変更における工事費）

第８ 設計変更における工事費は、当該変更対象の直接工事費を積算し、これに当該変更

に係わる共通費を加えて得た額に、原則として当初請負代金額から消費税等相当額を

減じた額を当初工事費内訳書記載の工事価格で除した比率を乗じ、さらに消費税等相

当額を加えて得た額とする。
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